
 

令和４年度第１回さぬき市少年育成センター運営委員会 

 会議要旨（要約） 

 

１ 日 時 令和４年５月１２日（木）  １３：３０～１５：００ 

２ 場 所 寒川庁舎１階 多目的ホール 

３ 出席者［委 員］ 寺元 剛 佐伯ますみ 佐藤隆宏 石原宏美 土佐清二 頼富 勉 

大森郁代 濵崎典子 松木みどり 松下 肇 三野廣子 佐藤美由紀 

［事務局］ 谷教育部長 高西学校教育課長 松岡育成センター所長  

  川口専門相談員 那須専門相談員 谷本専門補導員 

［傍 聴］ ０名 

４ 議 題  

（１） 役員選出 

運営委員会委員長及び職務代理者の指名 

（２） 令和 4年度事業計画（案）について 

５ 会議の内容は、次のとおりである。 

発言者 意見概要 

（事務局） 

 

（教育部長） 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（教育部長） 

（事務局） 

 

（さぬき署長） 

（事務局） 

 

 

 

開会に先立ちまして、本年度から運営委員になられた方に委嘱状の交付

を行います。 

（委員の委嘱） 

本日の会議の出席状況を御報告させていただきます。本日の会議の出席

者は１２名、欠席者は５名です。さぬき市少年育成センター条例施行規則

第６条第２項の規定に基づき、過半数の委員の出席があり、会議が成立す

ることを御報告します。 

ただ今から令和４年度第１回さぬき市少年育成センター運営委員会を開

会します。 

さぬき市教育委員会、谷教育部長より御挨拶を申し上げます。 

（挨拶） 

続きまして、御来賓としてお越しいただきました、さぬき警察署長様か

ら御挨拶をいただきます。 

（挨拶） 

議題に入ります前に、本年度のさぬき市少年育成センターの職員を紹介

します。 

（職員紹介） 

議題（１）役員選出 



 

 

 

（委員） 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

（事務局） 

 

（議 長） 

 

（委員） 

（事務局） 

 

 

 

（委員長） 

（委員） 

 

（事務局） 

（委員長） 

（委員） 

（委員長） 

 

 

（委員） 

（委員長） 

 

 

それでは、議題に入ります。さぬき市少年育成センター条例施行規則第 4

条第 1 項に基づき、委員長については事務局より指名させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

「異議なし」 

それでは、少年警察補導員に委員長、中学校長代表に職務代理をお願い

します。委員長を土佐清二様に、職務代理を細川昌宏様にお願いします。 

あわせまして、平成１６年度から施行されました附属機関等の委員の構

成及び会議の公開に関する指針に基づき、本会議は公開となっております。 

会議の公開・傍聴の受付を行いましたが、本日の会議の傍聴者はいない

ことを御報告いたします。 

 では、議長の運営委員長に以降の進行をお願いします。 

それでは、これより議題に移ります。議題（２）について、順次事務局

より説明をお願いします。 

議題（２）令和４年度事業計画（案） 

 活動計画の概要と実施状況・・・少年補導、少年相談、適応指導、地域

連携、環境浄化、広報啓発、研究・研修、運営に関する審議会 

 ただいま事務局から議題（１）について項目ごとに説明がありましたが、

このことについて、質問等ありましたらお願いします。 

 子ども SOS事業に登録している軒数は増えていますか。 

昨年度は５０５軒でしたが、今年度は６軒減って４９９軒になっていま

す。登録については毎年小学校区で確認をしていただいており、空き家に

なった場合は看板を回収させていただいています。また３年ごとに名簿の

見直しもしていただいています。 

 ほかに御意見・御質問はありませんか。 

 昨年度の少年の相談件数１４６件のうち１２６件が不登校についての相

談ということですが、現在の小中学校の不登校は増えているのですか。 

 昨年度、夏休み以降の相談件数が増えました。 

 ほかに御意見・御質問はありませんか。 

質問なし 

質問や意見がないようなので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議題（２）令和４年度さぬき市少年育成センター事業計画（案）につい

ては、原案のとおり可決することに異議はありませんか。 

異議なし 

異議なしと認め、令和４年度さぬき市少年育成センター事業計画（案）

については、原案のとおり可決いたしました。 

以上で、本日の議題はすべて終了いたしました。 



 

（事務局） 以上を持ちまして、令和４年度第１回さぬき市少年育成センター運営委

員会を終わります。 


